
※１ 認知症に関し専門的な知識を有する医師又は認知症に係る主治医が作成した診断書であって、診断に係る検査の
結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する医師の意見が記載されたもの。

※２ 介護保険法第５条の２に規定の認知症（脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化
により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態）

３年以内に症状の回復

認知症にかかっている

臨時適性検査の実施
主治医又は専門医の
診断書の提出（※１）

免許継続容認
（暫定停止解除）

免許継続容認
（暫定停止解除）

認知症に
かかっていない

（改正法により、この要件は廃止）
一定の違反行為を把握した場合

認知症に
かかっていない

（改正法により、この制度を新設）

臨時適性検査の通知
又は診断書提出命令

（事故状況により暫定停止）

一定の違反行為があった場合の
随時の臨時認知機能検査

における把握

認知症に該当
（※２）

運転免許の取消し

条件により再取得時の一部試験免除、みなし継続

ご本人・ご家族からの個別聴取
（必要に応じ）

３年に１回の免許証更新時等
の認知機能検査における把握

改正道路交通法が平成29年３月１２日から施行されます。

７５歳以上の方は、免許更新時に認知機能検査を受け、その分類に基づき高齢者講習を受講していただいていますが、
今回の改正により、認知機能検査で第１分類（認知症のおそれあり）と判定された方は、違反の有無を問わず、医師の診
断を受けていただくことになります。
また、今回の改正により、７５歳以上の方が一定の違反をした場合には、臨時に認知機能検査を受けていただき、その

結果、第１分類と判定された方は、医師の診断を受けていただくことになります。
なお、医師の診断を受けていただく方には、都道府県公安委員会による臨時適性検査を行うか、又は診断書を提出する

命令書を発行し、提出期限までに本人から都道府県公安委員会に提出していただくことになります。

（２）改正道路交通法のポイント

＜認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方の手続の流れ＞
都道府県公安委員会

ご本人・ご家族からの個別聴取
（必要に応じ）

臨時適性検査の通知
又は診断書提出命令

（事故状況により暫定停止）

運転免許の効力の停止等

聴聞、弁明の機会
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